
明⽇に備えよう！
〜異常気象・⼤震災・富⼠⼭噴⽕等の防災教育〜

未来防災NET 防災士 鷲山龍太郎

★ 親として知っておきたい知識や備え
★ 万が⼀の時の⾝を守る⾏動等

神奈川県立高等学校PTA連合会オンライン講演会



講演 鷲⼭⿓太郎

• 北綱島⼩学校⻑、太尾⼩学校
⻑、⻑津⽥⼩学校⻑を歴任
平成３０年退任
• 地域・保護者・職員と連携
して、学校を拠点とした地域
防災と防災教育を推進
• 防災塾・だるま会員
神奈川地学会会員 es-
kanagawa.com
• 防災⼠
• 学校・地域防災・地学⽀援活
動等に取り組む
• ホームページ
未来防災 mirai-bousai.net

http://es-kanagawa.com/
http://es-kanagawa.com/
http://mirai-bousai.net/


本⽇の要旨
１ 災害の教訓に学ぶ「防災の基本」 ⾃然理解・ルール・⾏動計画

２ 神奈川県の⾃然理解を楽しみ、災害リスクを理解

３ 家庭の防災 ⾃分と家族を守る地震・⾵⽔害・⽕災への防災の基本

４ 保護者・PTAの学校防災への参画と連携（学校保健法３０条）

5    近い将来の社会⼈への防災教育

丹沢⼭地箱根⽕⼭

プレート境界
↓



防災教育の基本を
「し・る・こ」

し ⾃然理解

る ルール

こ ⾏動計画



丹沢⼭地箱根⽕⼭
プレート境界

↓

もんだい１
神奈川県の丹沢⼭地は、南⽅の⽕⼭島群が本州に「衝突」したもの
である証拠が発⾒された。



丹沢⼭地

箱根⽕⼭

国府津ー松⽥断層
↓



⽇本列島は⼸の弦のように
「折れている」

東
北
地
⽅
太
平
洋
沖
地
震



⽇本列島・フォッサマグナ・
神奈川誕⽣

ナウマンも魅せられた謎



フォッサマグナ地帯としての神奈川県

横浜

・地殻変動と火山噴火の影響を受ける場所にある



遠田普次博士図



神奈川県の地球規模における位置

←太平洋プレート
10cm/年

←フィリピン海プレート

４〜５cm/年

北⽶プレート

ユーラシアプレート



12GSJ地質ニュース 東西日本の地質学的境界【第九話】幻の利根川構造線：高橋雅紀(2017/08)



13GSJ地質ニュース 東西日本の地質学的境界【第九話】幻の利根川構造線：高橋雅紀(2017/08)



14

GSJ地質ニュース 東西日本の地質学的境界【第九話】幻の利根川構造線：高橋雅紀(2017/08)
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⾼橋雅紀博⼠による

横浜

⽴川断層
↓ 東京湾北縁断層

↓

関東平野北縁断層
↓

高橋雅紀博士による



地震研究推進本部ＨＰ ⼤⽊聖⼦



地球の裂け⽬に住む



21⾸都圏地震対策専⾨調査会 座⻑伊藤滋先⽣資料から



２ 南から来た丹沢山地

• アオサンゴ化石
• 1５００万年前

「丹沢の化石サンゴ礁」

You Tube「丹沢の化⽯サンゴ礁」をご覧ください！



丹沢のアオサンゴ化⽯ 写真提供 ⾨⽥真⼈⽒



サンゴやオウムガイ化石が出る丹沢









伊⾖半島の衝突現場

旧第一生命ビル

箱根火山







参考⽂献 お薦め書籍

「⾼橋雅紀のページ」 論⽂・動画多数！
多くを引⽤させていただきました

参考・引⽤ＨＰ

おすすめ映画

「⽇本沈没」２００６平朝彦先⽣監修！

今年⼩栗旬主演でテレビドラマ開始





もんだい２
関東⼤震災は東京都の直下型
地震であり、震度が激甚な地
域は神奈川県より東京⽅⾯に
広がっている。

○？ ✕？



ビデオ「丹沢の化石サンゴ礁」You Tubeで公開中



関東⼤震災はどこで起きた？

岐⾩測候所観測の地震動



アオサンゴ化石
↓





もんだい２の答え

関東⼤震災は東京都の直下型
地震であり、震度が激甚な地
域は神奈川県より東京⽅⾯に
広がっている。

✕
⼤正関東地震は、⼩⽥原から房総、東京湾、⼭梨県
東部を震源域とした、
神奈川県直下で起きたプレート境界型地震だった。



富士山と丹沢山地 道志川断層

⼤正関東地震 ３番⽬の地震震央上空



３ 富⼠⼭は、３００年以
上噴⽕していないので、
将来的にも噴⽕の可能性は
低下していくとされてい
る？



８６９年
貞観陸奥地震

87
8

年
相模

武蔵
地震

８８７年

東南海地震

865年
富⼠貞観噴⽕



引⽤
富⼠⼭歴史噴⽕総解説
（第2版，2007年3⽉）
⼩⼭真⼈静岡⼤学教育学
部総合科学教室



17
03

年
元禄関東地震

１７０７宝永東南海地震

1707年
富⼠宝永噴⽕







３ 富⼠⼭は、３００年以
上噴⽕していないので、
将来的にも噴⽕の可能性は
低下していくとされてい
る？

たぶん☓
歴史時代にもっとも噴⽕がなかった
鎌倉時代〜は約３５０年間・・











４ 神奈川県の箱根⼭はカ
ルデラ⽕⼭であり、
過去に巨⼤な⽕砕流が横浜
まで達した地層がある。

○？✕？







横浜市教育委員会 「神奈川・横浜の土地」６万５千年前の巨大噴火



４ 神奈川県の箱根⼭はカ
ルデラ⽕⼭であり、
過去に巨⼤な⽕砕流が横浜
まで達した地層がある。

○
約６５万年前の箱根⼤噴⽕は神奈川県を埋没さ
せるほどの軽⽯を噴出し、
最後は⽕砕流が発⽣。⽕砕流は横浜市⼾塚区ま
で脱している。









５ 道路交通法施⾏令によ
れば、「⻩⾊信号」または
歩⾏者⽤信号の「⻘点滅」
は、
「注意して進め」である。

○？✕？



道路交通法施⾏令

⻩⾊の灯⽕
交通信号機、⻩⾊
⼀ 歩⾏者は、道路の横断を始めてはならず、
また、道路を横断している歩⾏者は、すみやかに、
その横断を終わるか、⼜は横断をやめて引き返さな
ければならないこと。

⼆ ⾞両及び路⾯電⾞（以下この表において「⾞両
等」という。）は、停⽌位置をこえて進⾏してはな
らないこと。
ただし、⻩⾊の灯⽕の信号が表⽰された時において
当該停⽌位置に近接しているため安全に停⽌するこ
とができない場合を除く。



５ 道路交通法施⾏令によれば、
「⻩⾊信号」または歩⾏者⽤信
号の「⻘点滅」は、「注意して
進め」である。

✕
◎「⻩⾊信号」は
歩⾏者は「横断開始不可」 横断途中なら渡り切る、無理
なら戻る。
⾞両は、「停⽌位置を超えて進⾏不可」安全に停⽌できな
い場合を除く。
◎「注意して進め」は「⻩⾊信号の点滅」

「防災の基本をし・る・こ」ルールを正しく教える



６ 家で⽕災が起きたら、⼦ど
もは、学校で学んだ「おかし
も」（おさない・かけない・
しゃべらない・もどらない）を
守り、必ず地上に避難するよう
教えるべき。



防災めくり

東京消防庁予防課
「電気ストーブ⽕災の実
験映像」から引⽤
⼀部使⽤

⽚⼭晋⽒「防災めくり」から



引⽤ オークリッジ消防署





引⽤ 内閣府 岩⼿県における学校防災の取組
森本晋也 岩⼿県教育委員会事務局学校教育室指導主事



引⽤ 内閣府 岩⼿県における学校防災の取組
森本 晋也 岩⼿県教育委員会事務局 学校教育室指導主事



引⽤ 内閣府 岩⼿県における学校防災の取組
森本晋也 岩⼿県教育委員会事務局学校教育室指導主事



６ 家で⽕災が起きたら、⼦どもは、学校で
学んだ「おかしも」（おさない・かけない・
しゃべらない・もどらない）を守り、必ず地
上に避難するよう教えるべき。

✕



７ 消防法によれば、学校で⽕
災が起きた場合は、学校職員は
⽣徒の避難誘導のみに専念する
よう義務つけられている。

◯？ ✕？



【消防法】

第⼀条
この法律は、⽕災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国⺠の⽣命、⾝体及
び財産を⽕災から保護するとともに、⽕災⼜は地震等の災害による被
害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に⾏い、もつて
安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを⽬的とする。

第⼋条
学校、・・（略）その他多数の者が出⼊し、勤務し、⼜は居住する

防⽕対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政
令で定める資格を有する者のうちから防⽕管理者を定め、政令で定め
るところにより、当該防⽕対象物について消防計画の作成、当該消防
計画に基づく消⽕、通報及び避難の訓練の実施、消防の⽤に供する設
備、消防⽤⽔⼜は消⽕活動上必要な施設の点検及び整備、⽕気の使⽤
⼜は取扱いに関する監督、避難⼜は防⽕上必要な構造及び設備の維持
管理並びに収容⼈員の管理その他防⽕管理上必要な業務を⾏わせなけ
ればならない。



７ 消防法によれば、学校で⽕
災が起きた場合は、学校職員は
⽣徒の避難誘導のみに専念する
よう義務つけられている。

学校、・・権原を有する者は、
消防計画の作成、
当該消防計画に基づく
消⽕、通報及び避難の訓練の実施

✕



学校は「消防計画に基づく消⽕、通報及び避難
の訓練の実施」をやっていますか？





学校は消防法８条「消防計画に基づく消⽕、通
報及び避難の訓練の実施」をやっていますか？



⽕災・地震⽕災から命を守る基礎知識



引⽤：東京消防庁



⽕事のけむりって何？
•どくガス（いっさんかたん
そ）
•すす（くろいけむりはとく
にきけん）
•はいのなかがやけどするほ
どあつい



８ 「学校保健安全法」によれば、児童⽣徒
等の安全の確保を図るため、学校は、児童⽣
徒等の保護者、及び関係団体、当該地域の住
⺠その他の関係者ととの連携をはかることは、
努⼒する義務とされている。

◯？ ✕？



教訓を⽣かしたい！



1 災害の教訓に学び、学校と地域は何をすべきか？



防災（ぼうさい）の日の話

石巻市立大川小学校にて

津波

石巻市立大川小学校跡







死者の声を聴く

大川小学校跡慰霊碑

児童職員の他に、多数の住⺠の名が…

児童 ７４名 職員１０名死亡
地域住⺠（児童等含まず）２０９⼈死亡 （住⺠の死亡率８３．７％）



⽯巻市事故報告書



「⼤川⼩学校の悲劇」に学ぶ
学校・地域・⾏政の関係は？
• ⾏政職員は校⻑らに，津波は堤防を越さないんです
と答えた。そこで，校⻑は更に，どうしてですかと
同⽀所職員に尋ねたところ，同⽀所職員は，計算上津
波は越してこないことになっていると答えた

• 職員間では、津波が来たら、裏⼭に逃げるかという話
が出たが，結局，第三次避難場所をどこにするかの
結論は出なかった。

（仙台⾼等裁判所判決主⽂）



⼤川⼩学校校庭で、
学校と地域住⺠の間に起きたこと
• （ D教頭は）釜⾕地区の区⻑に対し，
• 「⼭に上がらせてくれ。」と⾔って裏⼭に三次
避難することを打診した。

• しかし，区⻑からは，「ここまで来るはずがな
いから⼤丈夫」，「三⾓地帯に⾏こう。」との
発⾔があり，裏⼭に避難することを反対されたた
め，

• D教頭は，児童を裏⼭に三次避難させることを諦
め，次善の策として，⼤川⼩の校庭よりも⾼台
にある三⾓地帯への三次避難を決断した。

（仙台⾼等裁判所判決主⽂ P131）



学校保健安全法30条は，学校において
は，児童⽣徒等の安全の確保を図るた
め，当該学校が所在する地域の実情に応
じて，当該地域を管轄する警察署その他
の関係機関，地域の安全を確保するため
の活動を⾏う団体その他の関係団体，当
該地域の住⺠その他の関係者との連携を
図るよう努めるものとすると定めてお
り，

（仙台⾼等裁判所判決主⽂）



校⻑は地域の避難⾏動を調整する義務がある？

（校⻑は）上記義務を遺漏なく履⾏する
ために，危機管理マニュアルを作成する過
程において，釜⾕地区には津波は来ない
という釜⾕地区の住⺠の認識が根拠を⽋く
ものであることを伝え，説得し、その認
識を改めさせた上で，在籍児童の避難⾏
動と釜⾕地区住⺠の避難⾏動が整合的なも
のとなるよう調整を図るべき義務があっ
たというべきである。

（仙台⾼等裁判所判決主⽂）



学校保健安全法
（地域の関係機関等との連携）
第三⼗条 学校においては、児童⽣徒等の安全の
確保を図るため、児童⽣徒等の保護者との連携を
図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に
応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係
機関、地域の安全を確保するための活動を⾏う団
体その他の関係団体、当該地域の住⺠その他の関
係者との連携を図るよう努めるものとする。



太尾小学校校長時代 歴代PTA役員 学校運営協議会 お父さんの会と

地域の保護者・住⺠と
連携し、
防災を教え、
ともに汗を流す







８ 「学校保健安全法」によれば、児童⽣徒
等の安全の確保を図るため、学校は、児童⽣
徒等の保護者、及び関係団体、当該地域の住
⺠その他の関係者ととの連携をはかること
は、努⼒する義務とされている。

◯
◯学校は、PTA役員会、学校評議会等に「防災体制」「登下校マニュアル」
を議題として設定しましょう。
◯PTAは保護者の⽴場から、点検、参画、協⼒を。
◯保護者の安全も考慮した、引取、下校計画を。
◯PTA地域住⺠、関係機関と連携、役割分担のタイムラインを。



９ 家のリビングで⾷事中に緊急地震速報を
聞いたら、学校の訓練を⽣かして、必ずテー
ブルの下に⾝を隠すように⼦どもに教えるべ
きである。

◯？ ✕？



家具を固定していないと家はどうなる？

引⽤ 防災科学研究所 「⻑周期地震動 振動台実験」



気象庁 地震のときの⾝の守り⽅

家で地震が起きたときの⾝の守り⽅



消防庁ＨＰ



2020年２⽉１３⽇１１：０９







１０ 異常気象による想定を超える風水害が多発す
る時代となったので、ハザードマップを信用せず、
SNSなどで情報を収集して
各自が臨機応変の判断で行動するか、
周りの人の様子を観察して
判断する力をつける「未来型防災教育」が必要であ
る。

◯？ ✕？



１０ 異常気象による想定を超える風水害が多発す
る時代となったので、ハザードマップを信用せず、
SNSなどで情報を収集して
各自が臨機応変の判断で行動するか、
周りの人の様子を観察して
判断する力をつける「未来型防災教育」が必要であ
る。

おそらく✕

（し）⾃然を理解し

（る）ルールを守り

時系列「（こ）⾏動計画」
で連携



未来を⽣きる防災教育をめざして

し ⾃然理解

る ルール

こ ⾏動計画

郷⼟神奈川の⾃然と災害の歴史を
教える学校教育・社会教育

⾝近な法律
消防法・学校保健安全法・道交法等
を学校は正しく理解し、職員が
実践する⼿本を⽣徒に⾒せる。
法律を理解し、実践できる社会⼈を

カリキュラム・マネジメントで
教科単元に、SDGs、防災を位置づけ

根拠に基づく正しい防災⾏動を教える
「あしたにじ・ひけし・はたす」

ハザードマップを読む⼒

「時系列防災⾏動計画（タイムライン）」
で、⾃ら考え、参画する防災⼒の育成。

学校の防災計画・登下校対応計画に
PTAは点検と参画を。



◯ハザードマップは、微地形、災害履歴から作られている。
◯過去の特定の災害をモデルに作成されていることがある。
◯「浸⽔域ないでないから安⼼」という使い⽅は危険。
◯最悪の想定を考え、最善を尽くしたい。

ハザードマップは当てにならないか？



国⼟交通省「重ねるハザードマップ」

災害のリスクはハザードマップから正しく把握を



⾼等学校学習指導要領にある「防災」
地理歴史

理科

家庭





「横浜の時間」資料集「わたしたちの横浜」





SNSは便利だが、デマの
拡散ツールにも

速報！
⺠間の予報会社等も洪⽔
等への関与が可能に

根拠の確かな情報源活⽤
できる⼒を！

関東⼤震災デマによる悲劇



防災行動を連携して決めていなければ、災害時にできない

◯予め⾃然理解、想定、ルールに基づいた連携、⾏動計画
ができていなかったことが悲劇に。















未来型の防災 みんなが考え、参画し、つくる防災







未来を⽣きる防災教育をめざして

し ⾃然理解

る ルール

こ ⾏動計画

郷⼟神奈川の⾃然と災害の歴史を
教える学校教育・社会教育

⾝近な法律
消防法・学校保健安全法・道交法等
を学校は正しく理解し、職員が
実践する⼿本を⽣徒に⾒せる。
法律を理解し、実践できる社会⼈を

カリキュラム・マネジメントで
教科単元に、SDGs、防災を位置づけ

根拠に基づく正しい防災⾏動を教える
「あしたにじ・ひけし・はたす」

ハザードマップを読む⼒

「時系列防災⾏動計画（タイムライン）」
で、⾃ら考え、参画する防災⼒の育成。

学校の防災計画・登下校対応計画に
PTAは点検と参画を。



明⽇に備えよう！
〜異常気象・⼤震災・富⼠⼭噴⽕等の防災教育〜

未来防災NET 防災士 鷲山龍太郎

問題へのご回答
ご清聴ありがとうございました

神奈川県立高等学校PTA連合会オンライン講演会


